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 平成２８年３月に改訂した「大阪市営住宅ストック総合活用計画」（以下、「ストック活用計画」と言

う。）に基づき、老朽化した住宅等は建替により更新し、長期活用可能な住宅は耐震改修や全面

的改善、エレベーター単独設置により有効活用している。また、予防保全の観点から、計画的に

改修を進めている。 

 この平成３７年度までを計画期間としたストック活用計画に基づき実施する、約 17,000戸を対象と

した建替事業は、公営住宅法に基づく国庫補助対象事業であり、補助の適用要件が同じである

「地域居住機能再生推進事業」と「社会資本整備総合交付金」を合わせて実施している。 

 なお、より確実に財源を確保するため、国費の配分状況に合わせて、「地域居住機能再生計画

（国庫補助金）」と「地域住宅等整備計画（交付金事業）」を毎年見直し、事業の進捗を図っている。 

 

 

 

 

◆平成３０年度 都市整備局運営方針 

 市民が安全で安心していきいきと暮らし、まちの魅力や生活の豊かさを実感できるまちづくりを効

率的に図るため、密集住宅市街地における防災性向上や民間建築物の耐震化促進、良質な住

宅ストックの形成、子育て世帯等の定住促進や都市魅力の向上及び市設建築物におけるファシ

リティマネジメントの推進などに戦略的かつ重点的に取り組む。 

＜具体的取組１－３－３ 【市営住宅ストックの整備の推進】＞ 

 大阪市営住宅ストック総合活用計画（計画期間：平成 28 年度から 10 年間）に基づく耐震

性の確保や居住水準の向上、住宅の長寿命化などをより効果的に進めるため、建替や改修

等の充実を図りながら、計画的に事業を実施する。 
 

  

事業 国費事業名 事業名 費目 

一般会計 

（住宅費） 

住宅整備費 

住宅管理費 

職員費 

公社住宅事業 

市営住宅建替事業 

社会資本整備総合交付金事業 

住環境整備事業 

市営住宅整備事業 

民間住宅助成事業 
ストック総合改善事業 

地域居住機能再生推進事業 

住宅管理事業 

住宅総務事業 

住宅補修事業 

共同施設整備事業 

市営住宅耐震改修事業 

会計 

対象戸数：約 17,000 戸 

（うち概ね 7 割に事業着 

手することを目標とする） 

事業計画：地域居住機能再生計画 

事業計画：地域住宅等整備計画 

※市営住宅建替事業における交付

金事業と再生推進事業の補助要件

は同じであるため、毎年度の内示状

況を踏まえ両方を活用している。 

「大阪市営住宅ストック総

合活用計画」（H28-H37）

において、住棟毎の活用手

法を決定 

事業再評価対象事業 

１．市営住宅建替事業の体系 

２．都市整備局運営方針における市営住宅建替事業の位置付け 
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 昭和 26 年の公営住宅法の制定以降、戦災による住宅難や高度経済成長期の人口流入等を背

景とした絶対的な住宅不足の時代に、新規建設により住宅ストックの形成を図ってきた結果、現

在、昭和 40年代以降に大量に建設された住宅の老朽化が進んでいる。 

 公営住宅の耐用年限は 70年とされており、当該年限を越えないよう、また、建替時期が一時期に

集中しないよう、事業量の平準化を図りながら計画的に建替等を推進する必要がある。 

市営住宅の建設年代別管理戸数（平成 27 年 9 月末現在） 

 

 

 こうした状況を踏まえストック活用計画では、平成 28 年度から 37 年度までの 10 年間で、「建替」

と判定した約 17,000戸の住宅のうち概ね７割に着手することを目標としている。 

 この目標を達成するため、 「地域居住機能再生推進事業」と「社会資本整備総合交付金事業」を

合わせて年間約 1,000～1,100戸のペースで、建替住宅の建設を進めることとしている。 

 なお、建替に際しては、土地の高度利用を図るとともに、従前居住世帯数に限定した建替を進め

ることによって余剰地を創出し、生み出された余剰地については、良質な民間住宅や福祉施設

の導入を図るなど、地域まちづくりへの貢献に資する活用を進めている。 

「地域居住機能再生推進事業」のイメージ（出典：国土交通省ＨＰ）
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３．建替事業計画 

※平成２７年８月１日に府から移管された住宅を含む 

※未竣工の住宅は含まない 

 

今後建替が必要となる昭和 40 年代までに

建設された住宅は、ストック全体の約 3割 

本市は公営住宅数が多く、連鎖的に建替事業を

進めてまとまった余剰地を確保・活用していること

から、市域全体を整備地区として設定している。 
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大阪 

     

大阪市営住宅ストック総合活用計画について 

基本理念 

耐震性の確保 

本市の全ての市営住宅を対象 

 

平成 28年度から平成 37年度までの 10年間 計画の期間 

計画の対象 

「『市民住宅』の実現に向けた市営住宅ストックの有効活用」 

基本目標 

居住水準の向上 住宅の長寿命化 

耐震性・居住性・築年数・敷地の有効活用等の観点から、住棟毎に活用手法を選定し実施 

 約 75,000戸  約 5,900戸  約 640戸  約 14,000戸  約 17,000戸 

継続活用 全面的改善 耐震改修 建 替 

ストック活用手法 

建替判定以外の住棟を対象に、安全性確保や住宅の

機能維持に必要な改修を計画的・定期的に実施 

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ制御 
機器改修 

全面改修約 54,000戸 
部分改修約 29,000戸 

約 44,000戸 約 26,000戸 約 5,800戸 

約 31,000戸 約 370基 約 17,000戸 

自動火災報知 
設備改修 

排水管改修 

分電盤改修 

給水管改修 屋根･屋上 
防水改修 外壁改修 

計画改修 

市民の共有財産として多くの市民に支持される「市民住宅」の実現に向け、住宅の

耐震性の確保や長寿命化などを進めるとともに、コミュニティの再生や地域のまちづ

くりへの貢献を図るなど、市営住宅ストックを有効に活用する。 

計画の特徴 
・耐震基準を満たさない住宅と浴室の無い住宅の解消をめざす。 

・予防保全の観点から計画的な改修を充実し、市営住宅ストックの長寿命化を図る。 

・移管された府営住宅についても市営住宅と同様に活用手法を定め、ストックを有効に活用する。 

・前計画の基本理念等を継承し、老朽化した住宅等は建替、長期活用可能な住宅は耐震改修や全面

的改善、エレベーター単独設置により有効に活用する。また、建替にあたっては、土地の高度利

用により創出する余剰地の活用など、まちづくりへの貢献を図る。 

大阪市営住宅ストック総合活用計画の概要 
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都市整備局（市営住宅整備事業）決算の推移（単位:億円）

市営住宅建替事業 ストック総合改善事業 市営住宅耐震改修事業
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財源別事業費の推移（単位:億円）

地域居住機能再生推進事業 社会資本整備総合交付金事業

４．事業費の推移 


